
圏
盟
赦
員
ハ
本
校
毎
年
ノ
卒
業
生
ニ
テ
ハ
今
ヤ
大
二
不
足
ヲ
感
ゼ
リ

ク
圏
饗
講
習
科
ノ
規
模
ヲ
披
張
シ
テ
園
聾
数
員
蓑
成
科
ト
ナ
シ
数
員
ノ
不
足

ヲ
補
フ
ノ
途
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
是
亦
必
要
ナ
リ

参
考
品
陳
列
館
及
圏
書
館
ヲ
新
築
シ
蒐
集
収
蔵
ス
ル
所
ノ
作
品
ヲ
廣
ク
公
衆

ニ
示
シ
若
ク
ハ
之
二
依
リ
テ
研
究
シ
タ
ル
事
項
ヲ
講
話
シ
又
ハ
之
ヲ
出
版
シ

テ
社
會
ヲ
神
益
ス
ル
コ
ト
ヲ
計
リ
奈
良
研
究
所
ヲ
設
置
シ
テ
美
術
上
ノ
研
究
＇

ニ
資
ス
ル
ノ
傍
ラ
名
品
傑
作
ヲ
漿
メ
美
術
史
ヲ
編
纂
シ
テ
美
術
上
二
貢
献
ス

ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
文
學
上
ノ
鋏
典
ヲ
補
ヒ
生
徒
成
績
品
陳
列
室
ヲ
新
設
シ
テ
本

校
ノ
成
績
ヲ
博
ク
内
外
人
二
示
ス
等
ノ
必
要
ナ
ル
コ
ト
ハ
本
年
二
月
提
出
シ

ク
ル
目
論
見
書
二
於
テ
詳
細
開
陳
シ
ク
ル
如
ク
各
項
執
レ
モ
一
日
モ
早
ク
之

ガ
計
蜀
施
設
ヲ
要
ス

〔
解
説
4

〕

校
舎
ノ
狭
陰
卜
不
適
当
ナ
ル
コ
ト
ハ
是
亦
籾
二
提
出
シ
ク
ル
目
論
見
書
二
於

テ
開
陳
シ
且
前
項
設
備
ノ
項
二
於
テ
モ
述
プ
ル
所
ノ
如
ク
本
校
目
下
ノ
急
務

ニ
属
ス

岡
書
標
本
ハ
他
學
校
二
比
シ
テ
高
債
ノ
モ
ノ
多
ク
且
廣
ク
蒐
集
ス
ル
ノ
要
ア

リ
毎
年
少
許
ヲ
購
入
ス
ト
雖
未
ダ
不
足
ヲ
免
レ
ズ
漸
次
増
備
ノ
必
要
ア
ル

ヲ
以
テ
其
費
用
ヲ
増
加
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
切
望
ス
ル
所
ナ
リ

本
校
ニ
ハ
従
来
雨
天
体
操
場
ノ
設
ケ
ナ
シ
速
二
新
設
ス
ル
ヲ
要
ス

数
授
助
数
授
ノ
不
足
ハ
数
課
上
鋏
典
ト
ス
ル
所
ナ
リ
然
レ
ト
モ
現
今
ノ
紐

費
ニ
テ
ハ
到
底
充
宜
セ
シ
ム
ル
ヲ
得
ザ
ル
ヲ
以
テ
之
ガ
費
額
ヲ
増
ス
必
要
ア

學
生
費
ノ
不
足
ナ
ル
ハ
生
徒
ヲ
シ
テ
充
分
ノ
修
學
旅
行
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ル
能
ハ

ズ
従
ヒ
テ
見
聞
ヲ
廣
メ
良
績
ヲ
畢
ゲ
難
シ
且
本
校
規
則
研
究
科
規
程
中

ニ
ハ
旅
行
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ル
ノ
規
程
ア
ル
モ
従
来
費
用
ノ
足
ラ
ザ
ル
ガ
為
空
文

リ

宜
シ

シ
テ

解

説

前
年
来
研
究
生
ノ
実
験
二
資
ス
ル
為
依
嘱
ヲ
受
ケ
タ
ル
滋
賀
縣
下
祉
寺
ノ
賽

物
修
繕
事
業
ハ
著
二
進
捗
セ
シ
モ
本
年
度
内
二
於
テ
ハ
未
ダ
竣
成
ノ
運
ビ
ニ

至
ラ
ズ

一
吉
田
健
康
胸
像

〔
解
説
5
]

生
徒
宜
験
ノ
資
二
供
ス
ル
為
諸
所
ノ
依
嘱
ヲ
受
ケ
製
作
二
従
事
シ
タ
ル
モ
ノ

、
中
重
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
畢
グ
レ
バ
左
ノ
如
シ

ヨ

リ

長

崎

吉

田
健
康
氏
銅
像
建
設

壼

躯

髯

竣

工

委

且

ヨ

リ

依

嘱

壺

対

同

衆

議

院

依

嘱

壺
基
同

北
海
道
炭
鎖
鉄
道
株
式
會
祉
依
嘱

竣

工

静

岡

縣

演

松

町
依
嘱

未
竣
工

仙
窒
昭
忠
會
依
嘱

壺
躯
同
日
本
圏
書
株
式
会
社
依
嘱

一

鍛

鉄

花

瓶

一

剣

状

銅

標

一
征
清
紀
念
銅
標

一
仙
豪
昭
忠
銅
標

一
故
佐
久
間
貞
一
胸
像

〔
三
十
五
年
〕

本
年
二
月
廿
日
子
爵
東
園
侍
従
叡
旨
ヲ
以
テ
本
校
二
臨
マ
レ
各
数
室
ヲ
巡

視
セ
ラ
レ
ク
ル
上
天
覧
二
供
ス
ル
為
生
徒
成
績
品
ヲ
差
出
ス
ペ
キ
旨
御
沙
汰

ア
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
生
徒
成
績
品
三
十
七
点
ヲ
差
出
シ
タ
ル
ニ
其
中
ノ
作
品
ニ

〔
解
説

6
〕

御
買
上
ゲ
ト
ナ
リ
タ
ル
モ
ノ
三
黙
ア
リ

同 同

規
定
改
正

明
治
三
十
四
年
の
規
定
改
正
は
五
月
に
入
学
試
験
料
を
一
円
か
ら
二
円
へ
と
改
め
、

無
試
験
入
学
生
の
入
学
手
数
料
を
五
十
銭
か
ら
一
円
へ
と
改
め
た
こ
と
と
、
次
に
記
す

彫
刻
科
分
科
廃
止
、

「
生
徒
心
得
」
の
改
正
、
教
務
分
担
内
規
制
定
、
物
品
取
扱
規
程

制
定
、
モ
デ
ル
取
締
規
定
制
定
等
で
あ
る
。

雑
件 一

属
シ
遺
憾
ト
ス
ル
所
ナ
リ
故
二
本
費
用
ヲ
増
額
ス
ル
亦
必
要
ナ
リ
ト
ス
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美
術
解
剖

同

時

同

時

塑
造

歴
史
及
考
古
學

美
學
及
美
術
史

宜
材
製
作

｝

歴
史
及
考
古
學

毎
週
三
十
四
時

第
二
年

閥

操

同

時

美
術
解
剖

同

時

同

時 時

箱
害

塑
造

宜
材
製
作

木
彫
、
牙
彫
｀
石
彫
、
絡
金
ノ
）

i

r中
其

一
ヲ
撰
ビ
學
作
七
・
プ
ム

彫
刻
科

第
一
年

麿
止
ス

同 同

八

時

一
、
彫
刻
科
分
科
廃
止
（
彫
刻
科
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
正
）

「
従
明
治
二
十
年
本
校
関
係
法
令
嚇
類

さ
れ
て
い
る
。

東
京
美
術
学
校
」
に
次
の
よ
う
に
記
録

明
治
舟
四
年
五
月
七
日
告
示
第
百
七
琥

東
京
美
術
學
校
學
科
彫
刻
科
中
各
分
科
ノ
区
別
ハ
明
治
三
十
四
年
七
月
十
日
限
り

分
科
廃
止
の
た
め
本
年
（
三
十
四
年
）
五
月
、
彫
刻
科
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
次
の
よ

う
に
改
正
さ
れ
た
。

毎
週
二
十
四
時

毎
週
三
十
九
時

（『
東
京
美
術
学
校

一
覧
豆
虹
麟
昇
罪

』
）

こ
こ
に
、
従
来
は
単
に
「
実
習
」
と
さ
れ
て
い
た
科
目
が
「
塑
造
」
と
「
実
材
製

作
」
に
区
分
さ
れ
、
塑
造
重
視
の
方
針
が
制
度
化
さ
れ
た
。
こ
の
改
正
に
つ
い
て
同
年

〔刻
〕

〔
上
略
〕
彫
塑
科
は
従
来
塑
造
部
、
木
彫
部
、
牙
角
部
の
敷
部
に
別
れ
居
た
り
し
が

今
回
そ
の
組
織
を
改
正
し
塑
造
を
以
て
最
も
主
要
の
技
術
と
し
て
同
科
全
鉢
の
生
徒

に
課
し
ま
た
生
徒
の
志
望
に
依
り
午
後
の
時
間
に
於
い
て
別
に
木
彫
、
牙
彫
及
錨
造

三
技
の
中
其
一
種
の
宜
材
製
作
を
労
修
せ
し
む
る
こ
と
4

な
し
来
る
九
月
よ
り
こ
れ

き

ぼ

9

を
宜
行
す
と
い
ふ
以
前
の
如
き
木
彫
の
み
を
以
て
彫
刻
科
の
正
課
の
技
藝
と
し
た

る
に
比
す
れ
ば
頗
る
改
＿艮
の
賞
を
得
た
る
も
の
と
い
ふ
ぺ
し
敷
年
前
同
校
彫
刻
科

〔
不
明
〕

を
改
革
し
て
洋
式
塑
造
の
術
を
入
れ
頻
り
に
モ
デ
ル
窃
生
を
口

り
し
よ
り
生
徒

の
成
絞
頓
に
焚
逹
し
た
る
の
み
な
ら
ず
そ
の
新
進
の
作
風
の
一
般
彫
刻
祉
會
に
影
響

し
た
る
こ
と
の
甚
だ
著
き
を
見
る
斯
藝
進
歩
の
上
に
於
い
て
大
い
に
賀
す
べ
き
こ
と

と
評
し
て
い
る
。
こ
の
記
事
か
ら
見
て
も
、
当
時
の
学
校
当
局
は
塑
造
を
極
め
て
重

な
り

七
月
七
日
付
『
東
京
日
日
新
聞
』
は

卒 宜塑
業材造 第
製製四
作作年
. ．'  

宜
材
製
作
｝

歴
史
及
考
古
學

同

時

第 2章

塑

造

毎
週
三
十
八
時

制度改革期

腔
第
三
年

操

同

時
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彫
刻
教
授
の
方
法
に
三
段
あ
り
、

（
犀
水
生
）

△
彫
刻
数
授
の
方
法

視
し
、
反
面
、
実
材
製
作
を
単
に
「
帝
習
」
す
べ
き
も
の
と
し
て
従
属
的
地
位
に
置
く

と
い
う
考
え
方
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
の
ち
に
再
び
方
針
の
変
更
が
あ
り
、

明
治
四
十
年
七
月
に
至
っ
て
は
彫
刻
科
は
塑
造
部
、
木
彫
部
、
牙
彫
部
に
分
か
れ
、
分

科
制
が
復
活
す
る
。

な
お
、
こ
の
明
治
三
十
四
、
五
年
の
時
点
に
於
け
る
「
塑
造
」
と
「
実
材
製
作
」
の

教
程
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
明
治
三
十
五
年
に
同
科
主
任
格
の
高
村
光
雲
が
教

程
、
方
針
等
の
概
要
を
述
べ
た
記
事
が
あ
る
の
で
参
考
の
た
め
掲
げ
て
お
く
。

高
村
光
雲
氏
談
片

宜
物
の
状
態
を
篤
す
な
り
、
初
め
は
果
宜
、
花
舟
の
如
き
静
物
を
課
し
、
次
に
比
較

的
簡
易
な
る
動
物
に
移
り
、
猫
鼠
等
の
如
き
も
の
を
窟
生
せ
し
め
、

然

る

後

虎
、

熊
、
象
の
如
き
も
の
を
窃
生
せ
し
む
、
右
卒
て
後
ち
人
儒
窯
生
、
こ
は
初
め
石
西
に

依
ら
し
め
、
後
ち
モ
デ
ル
に
就
て
窯
生
せ
し
む
、
モ
デ
ル
を
窓
す
に
も
初
め
胸
部
以

上
を
限
り
後
ち
全
身
を
窯
さ
し
む
、
傍
ら
人
謄
解
剖
學
を
授
け
、
筋
肉
、
骨
格
等
の

智
識
を
投
は
し
む
、
穂
て
易
よ
り
入
り
漸
次
難
に
進
む
の
順
序
な
り
、
摸
刻
と
は
東

西
の
名
作
を
摸
造
せ
し
む
る
な
り
、
新
案
は
窪
生
の
宜
瞼
と
摸
刻
の
練
習
を
應
用
し

て
獨
創
の
新
閾
を
案
出
し
て
之
を
造
ら
し
む
、
窯
生
は
生
本
に
従
ふ
て
之
を
寓
し
、

新
案
は
自
己
の
意
志
を
以
て
生
本
を
使
用
す
る
な
り
、
斯
く
て
先
づ
一
人
前
の
手
腕

を
得
る
繹
な
れ
ど
も
宜
際
数
授
上
中
々
に
苦
心
多
し
。

（一）

｛島生

（
二
）
摸
刻
（
三
）
新
案
、
窟
生
は

或
朝
高
村
光
雲
氏
を
千
駄
木
林
町
の
居
に
訪
ふ
、
氏
諄
々
と
し
て
快
談
し
刻
の
移
る

を
知
ら
ず
、
恰
も
氏
が
出
勤
の
時
迫
り
し
を
以
て
辟
し
て
蹄
る
絃
に
話
中
の
要
旨

雨
三
節
を
摘
記
し
て
讀
者
の
参
考
に
供
せ
ん
と
す
、
文
字
の
責
は
全
く
記
者
に
在

り

△
彫
刻
は
世
界
的
な
り

彫
刻
に
は
東
洋
と
か
西
洋
と
か
云
ふ
謳
別
あ
る
こ
と
な
し
、
彫
刻
は
世
界
的
な
る
も

の
な
れ
ば
、
其
手
段
も
自
ら
東
西
相

一
致
せ
り
、
箱
聾
の
如
き
は
然
ら
ず
其
使
用

す
る
道
具
よ
り
其
術
を
施
す
材
料
も
相
違
し
、
随
て
之
を
作
る
と
き
の
態
度
も
自
ら

異
な
れ
り
、
東
洋
盟
は
毛
銀
を
用
ゐ
西
洋
班
は
刷
毛
を
用
ゐ
、
其
彩
料
も
日
本
院
に

て
は
箱
具
を
膠
に
て
溶
き
、
西
洋
盛
に
て
は
油
に
て
調
殺
す
、
日
本
聾
は
、
紙
又
は

絹
に
施
し
西
洋
聾
は
聾
布
に
施
す
、
日
本
盟
は
、
伏
し
て
之
を
描
き
西
洋
盛
は
立
て

4
之
を
描
く
、
粛
風
に
於
て
も
日
本
聾
は
線
を
主
と
し
て
形
を
表
は
し
西
洋
争
軍
は
隈

と
光
線
に
て
物
を
盟
く
等
の
差
あ
り
、
然
れ
ど
も
彫
刻
に
於
て
は
之
に
使
用
す
る
道

具
も
材
料
も
、
又
た
之
を
作
る
の
術
も
自
ら
相
一
致
せ
り
、
例
へ
ば
泥
塑
に
は
箆
を

用
ひ
木
石
に
は
刀
を
用
ゆ
る
の
類
相
同
じ
く
、
其
材
料
も
木
、
石
、
其
他
金
屈
等
互

に
之
を
用
ゆ
、
よ
し
多
少
の
差
あ
り
と
す
る
も
只
僅
少
の
部
分
な
り
、
故
に
東
京
美

術
學
校
に
於
て
も
彫
刻
科
に
は
東
洋
西
洋
の
甚
別
を
設
け
ず
、
否
な
之
を
謳
別
す
べ

き
理
由
な
き
な
り
。

△
教
授
方
針
案
出
の
苦
心

日
本
に
は
古
来
彫
刻
の
名
手
随
分
出
て
た
れ
ど
も
、
唯
だ
自
己
の
天
稟
の
才
能
を
暢

逹
し
て
自
ら
上
手
と
な
り
大
家
と
な
る
の
み
に
て
、
其
術
を
人
に
授
け
他
を
数
ふ
る

こ
と
を
せ
ざ
り
し
が
故
に
従
来
教
授
の
方
案
な
る
も
の
絶
へ
て
な
か
り
き
、
こ
は
彫

刻
に
限
ら
ず
何
れ
の
學
も
何
れ
の
術
も
皆
な
然
り
し
な
り
、
只
だ
自
己
の
工
夫
と
熟

錬
と
を
以
て
自
ら
上
逹
す
る
も
、
之
が
道
理
を
講
究
し
て
組
織
的
に
説
述
し
、
若
く

は
順
序
を
立
て
4

他
に
教
授
す
る
こ
と
を
な
さ
ず
、
各
家
互
に
密
か
に
自
家
の
流
を

博
へ
し
の
み
な
り
し
が
故
に
、
全
憫
の
焚
逹
も
遅
く
、
且
つ
極
め
て
不
規
律
な
り

き
、
さ
れ
ば
嘗
初
東
京
美
術
學
校
に
於
て
彫
刻
を
数
授
し
始
め
し
時
は
之
が
数
授
の

数
程
、
数
案
を
作
り
方
針
を
立
つ
る
に
は
砂
か
ら
ざ
る
苦
心
を
費
し
た
り
き
、
或
は

泰
西
の
教
授
方
法
を
参
酌
し
或
は
我
國
古
来
各
家
の
流
俊
を
探
査
し
、
幾
多
の
紐
瞼

に
依
て
愛
更
を
租
み
改

l

艮
を
重
ね
、
遂
に
今
日
に
て
は
何
人
に
て
も
一
人
前
の
彫
刻
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第

八

数

室

二
入
ル
ト
キ
ハ
帽
子
外
套
等
ヲ
脱
ス
ベ
シ

術
に
逹
す
る
こ
と
を
得
せ
し
む
る
丈
の
方
案
は
立
ち
た
り
。

〔
下
略
〕

（
『
美
術
新
報
』
第
一
巻
第
十
八
号
。
明
治
三
十
五
年
十
二
月
五
日
）

生
徒
心
得
明
治
一二
十
四
年
二
月
改
正

本
校
ノ
規
則
告
諭
等
ヲ
遵
守
ス
ベ
キ
ハ
勿
論
各
自
其
志
操
ヲ
堅
固
二
ど
意
想
ヲ

優
美
ニ
シ

言
行
ヲ
謹
前
ニ
シ
校
ノ
内
外
ヲ
問
ハ
ズ
荀
モ
異
様
ノ
容
姿
ヲ
ナ
シ
又
ハ
本

校
生
徒
タ
ル
ノ
儒
面
ヲ
汚
ス
等
ノ
畢
動
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ

第
二
凡
ソ
告
示
ハ
掲
示
シ
タ
ル
日
ョ
リ
一
般
二
知
了
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
認
ム
ル
ヲ
以
テ

常
二
能
ク
注
意
ス
ベ
シ

何
等
ノ
目
的
タ
ル
ヲ
問
ハ
ズ
本
校
ノ
許
可
ヲ
得
ル
ニ
非
レ
バ
校
内
二
於
テ
猥
リ

ニ
多
人
敷
會
合
ス
ベ
カ
ラ
ズ

宜
技
及
學
科
共
各
其
授
業
時
敷
ノ

三
分
一
以
上
鉄
席
ス
ル
ト
キ
ハ
進
級
ノ
資
格

ヲ
失
フ
モ
ノ
ト
ス

登
校
ノ
節
ハ
本
校
所
定
ノ
制
服
ヲ
着
用
シ
靴
ヲ
穿
ッ
ベ
シ
若
シ
病
氣
其
他
已

ム
ヲ
得
ザ
ル
事
故
二
依
リ
此
ノ
條
規
二
従
フ
能
ハ
ザ
ル
場
合
二
在
テ
ハ
保
證
人
連
署

シ
病
氣
ノ
モ
ノ
ハ

馨
證
ヲ
添
へ
其
旨
本
校
へ
届
出
デ
許
可
ヲ
受
ク
ベ
シ

但
届
書
ハ
門
ヲ
入
ル
ト
キ
門
術
二
示
ス
ペ
シ

第
六
各
自
ノ
記
名
札
ハ
門
ヲ
入
ル
ト
キ
門
衛
ョ
リ
受
取
リ
テ
数
室
二
入
リ
所
定
ノ
場

所
二
掛
ヶ
退
出
ノ
際
ハ
教
師
ョ
リ
受
取
リ
テ
門
ヲ
出
ル
ト
キ
之
ヲ
門
衛
所
ノ
札
懸
ニ

掛
ク
ベ
シ

授
業
時
間
二
至
レ
バ
遅
滞
ナ
ク
教
室

二
入
リ
各
自
ノ
席
二
消
キ
其
位
次
ヲ
吼
ス

ベ
カ
ラ
ズ

第
七

第
五

第
四

第 第 二
、

「
生
徒
心
得
」
の
改
正

二
月
に
「
生
徒
心
得
」
が
改
正
さ
れ
た
。

第
十
七

（『
東
京
美
術
学
校
一
覧
罪
虹
竺
芦
芦
咋
』）

第
十
三

授
業
時
間
中
教
師
ノ
許
可
ナ
ク
シ
テ
数
室
ヲ
出
テ
又
ハ
他
ノ
数
室
二
入
ル
ヲ
得

数
室
二
於
テ
終
業
ノ
ト
キ
ハ
課
業
二
用
ュ
ル
備
品
ハ
渾
テ
之
ヲ
掃
除
整
頓
ス

校
内
二
在
リ
テ
ハ
所
定
ノ
場
所
外
二
於
テ
飲
食
喫
姻
シ
又
ハ
猥
リ
ニ
唾
ヲ
吐

ク
ベ
カ
ラ
ズ

第

十

五

帽

子
、
外
套
、
傘
、
履
等
ハ
所
定
ノ
場
所
外
二
置
ク
ベ
カ
ラ
ズ

第
十
六
宿
所
ヲ
轄
ジ
タ
ル
ト
キ
ハ
速
二
其
旨
届
出
ッ
ベ
ッ

様
タ
ル
ベ
シ

品
ス
ペ
カ
ラ
ズ

保
證
人
ノ
轄
住
モ
亦
同

各
自
ョ
リ
本
校
へ
差
出
ス
ベ
キ
顧
伺
届
書
等
ハ
先
以
テ
裳
該
数
員
ノ
認
印
ヲ

受
ケ
然
ル
後
之
ヲ
赦
務
掛
二
差
出
ス
ベ
ッ

第
十
八
在
學
中
ハ
鄭
猥
ノ
製
作
ヲ
ナ
シ
叉
ハ
製
作
物
ヲ
私
二
内
外
ノ
展
覧
會
等
へ
出

第
十
九
在
學
中
ハ
本
校
ノ
許
可
ヲ
得
ズ
シ
テ
他
ノ
學
校
二
入
リ
又
ハ
他
ノ
學
校
或
ハ

官
署
二
於
ケ
ル
各
種
ノ
試
瞼
二
應
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
二
十
本
校
ョ
リ
貸
付
シ
タ
ル
物
品
ハ
殊
二
取
扱
二
注
意
ス
ヘ
シ
若
シ
其
物
品
ヲ

汚
損
シ
又
ハ
紛
失
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
修
補
セ
ッ
メ
又
ハ
同
品
ヲ
以
テ
辮
償
七
シ
ム

第
廿

一
本
校
ノ
許
可
ヲ
得
テ
商
書
標
本
叉
ハ
其
他
ノ
物
品
ヲ
校
外
へ
持
出
サ
ン
ト
ス

ル
モ
ノ
ハ
営
該
職
員
ョ
リ
物
品
持
出
證
ヲ
受
ケ
之
ヲ
門
術
二
渡
シ
テ
出
門
ス
ペ
シ

各
自
ノ
所
有
品
卜
雖
本
校
蔵
品
二
紛
ラ
ハ
シ
キ
物
品
ヲ
携
出
ス
ル
ト
キ
ハ
之
二
準
ス

〔

べ

〕ヘ
シ

第
十
四

ベ
シ

第
十

第
十

校
舎
ノ
整
粛
清
潔
ヲ
旨
ト
シ
継
テ
喧
擾
汚
横
ノ
畢
動
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ

本
校
職
員
二
到
シ
テ
ハ
勿
論
生
徒
相
互
二
敬
證
ヲ
重
ン
ズ
ベ
シ

第
十
授
業
時
間
外
二
教
室
二
入
リ
又
ハ
敦
室
備
付
ノ
物
品
ヲ
携
出
ス
ベ
カ
ラ
ズ

ス＇
第
九
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第
三
條

各
科
主
任
、
数
室
換
任
ハ
本
校
之
ヲ
命
シ
其
不
在
ノ
ト
キ
ハ
臨
時
指
命
ス

各
科
主
任
ハ
主
ト
ッ
テ
左
ノ
事
項
ヲ
掌
ル

其
科
ノ
重
要
ナ
ル
数
務
二
開
シ
其
科
ヲ
代
表
シ
テ
學
校
長
ノ
諮
詢
二
應
シ
又

ハ
意
見
ヲ
學
校
長
二
陳
述
ス
ル
コ
ト

各
科
数
室
援
任
ハ
其
科
ノ
主
任
及
開
係
教
員
卜
協
議
ッ
主
ト
シ
テ
左
ノ
事

項
ヲ
掌
ル

数
室
内
ノ
秩
序
ヲ
正
ス
コ
ト

生
徒
ノ
品
行
勤
惰
ヲ
監
督
シ
若
シ
怠
惰
不
行
状
ノ
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
訓

誡
シ
尚
改
悛
ノ
宜
ナ
キ
ト
キ
ハ
主
任
ヲ
鰹
テ
學
校
長
ノ
慮
分
ヲ
請
フ
コ
ト

命
令
告
諭
等
ノ
宜
行
ヲ
務
ム
ル
コ
ト

生
徒
學
業
成
績
ノ
調
査
ヲ
ナ
ス
コ
ト

数
室
内
ノ
標
本
器
具
及
消
耗
品
ノ
保
管
受
渡
二
関
ス
ル
コ
ト

教
室
内
ノ
衛
生
二
閥
ス
ル
コ
ト

第
四
條

第
二
條

数

室

擦

任

同

上

各
科
主
任

数
員
中
ョ
リ
之
ヲ
命
ス

各
科
数
務
分
掠
内
規
明
治
三
十
五
年

一
月
二
十
三
日
制
定

第
一
條

数
務
二
隅
ス
ル
分
据
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ

三
、
各
科
教
務
分
担
内
規

『
明
治
三
十
五
年
三
月
現
行

記
さ
れ
て
い
る
。

東
京
美
術
学
校
処
務
規
定
及
心
得
』
に
次
の
よ
う
に

こ
れ
を
従
来
の
「
生
徒
心
得
」
と
比
較
す
る
と
、
規
則
の
項
目
数
が
十
四
か
ら
二
十

一
へ
と
大
幅
に
増
加
し
て
お
り
、
特
に
校
内
に
お
け
る
集
会
の
制
限
、
進
級
資
格
剣

脱
、
諸
種
の
報
告
義
務
、
図
書
標
本
持
出
し
に
関
す
る
規
則
等
の
追
加
項
目
が
示
す
と

お
り
、
生
徒
の
挙
動
取
締
り
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
窺
わ
れ
る
。

各
學
科
数
員
ハ
其
数
室
掠
任
二
準
シ
テ
其
職
務
ヲ
行
フ
モ
ノ
ト
ス

各
科
数
室
撥
任
ハ
其
援
営
数
室
ノ
状
況
二
應
シ
主
任
及
隅
係
数
員
卜
合
議

シ
其
科
生
徒
中
ョ
リ
便
宜
一
人
乃
至
三
人
ヲ
撰
ヒ
テ
其
姓
名
ヲ
具
シ
本
校

ノ
認
可
ヲ
罷
テ
級
長
副
級
長
ヲ
置
キ
左
ノ
事
項
ヲ
換
嘗
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ

其
學
級
ノ
風
紀
秩
序
二
注
意
ス
ル
コ
ト

其
學
級
ノ
衛
生
二
注
意
ス
ル
コ
ト

其
學
級
ノ
教
室
二
於
ケ
ル
標
本
器
具
ノ
整
置
二
注
意
ス
ル
コ
ト

級
長
副
級
長
ノ
任
期
ハ
嘗
該
数
員
ノ
見
込
二
依
リ
之
ヲ
定
ム

「
東
京
美
術
学
校
旧
職
員
履
歴
書
」
を
見
る
と
、
右
内
規
に
伴
う
主
任
、
担

任
任
命
状
況
の
一
部
を
把
握
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
明
治
三
十
五
年
一
月
三
十
一
日
付

で
次
の
任
命
が
な
さ
れ
た
。

高
村
光
雲
（
教
授
）
彫
刻
科
主
任
、
彫
刻
第
四
年
塑
造
教
室
担
任

黒
田
清
輝
（
同
）
西
洋
画
科
主
任

石
川
光
明
（
同
）
彫
刻
科
牙
彫
教
室
担
任

竹
内
久
一
）
図
案
科
造
型
教
室
担
任
（
同
年
四
月
二
十
九
日
付
で
彫
刻
科
木

海
野
勝
眠
（
同

寺
崎
広
業
（
同

白

浜

徴

（

同

辻
村
延
太
郎
（
助
教
授
）
漆
工
科
担
任

桜
岡
三
四
郎
（
同
）
鋳
金
科
主
任

岡

田

秀

（

同

）

予

備

の

課

程

日

本

画

教

室

担

任

林

美

雲

（

同

）

彫

刻

科

木

彫

教

室

担

任

な
お
、

第
七
條

（同

彫
教
室
担
任
兼
図
案
科
造
型
教
室
担
任
に
変
更
）

）
彫
金
科
主
任

）
日
本
画
第
二
年
及
び
図
画
講
習
科
担
任

）
日
本
画
第
一

、
第
四
年
担
任
、
図
画
教
員
課
程
主
任

・
担
任

本
校
及
営
該
数
員
ノ
命
令
縛
逹
二
開
ス
ル
コ
ト

得

第
五
條

第
六
條
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ノ‘ 五 四

ト
ス

）
鋳
金
科
工
場
監
督

平
田
惣
之
助
（
嘱
託
）
鍛
金
科
担
任

岡
田
三
郎
助
（
同
）
仮
入
学
生
に
課
す
る
木
炭
画
授
業
担
任

中
村
勝
治
郎
（
助
教
雇
）
西
洋
画
科
油
画
第
三
、
第
四
教
室
担
任

小

林

万

吾

（

同

）

西

洋

画

科

着

衣

写

生

教
室
担
任

四
、
物
品
取
扱
規
程
（
お
よ
び
モ
デ
ル
取
締
規
定
）

物
品
取
扱
規
程
は
『
明
治
三
十
五
年
三
月
現
行
東
京
美
術
学
校
処
務
規
定
及
心

得
』
所
載
「
東
京
美
術
学
校
物
品
取
扱
細
則
明
治
三
十
五
年
三
月
十
三
日
制
定
」
を
さ
す
。
本

文
省
略
。
な
お
、

モ
デ
ル
取
締
規
定
の
制
定
に
つ
い
て
は
年
報
に
は
何
ら
記
載
が
な
い

が
、
上
記
印
刷
物
に
記
載
が
あ
る
の
で
こ
れ
を
転
載
す
る
。

「
モ
デ
ル
」
取
締
規
定
明
治
三
十
四
年
四
月
四
日
制
定

本
校
監
視
ハ
モ
デ
ル
取
締
ヲ
監
督
シ
「
モ
デ
ル
」
ノ
取
締
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ル
モ
ノ

本
校
二
於
テ
ハ
兼
テ
「
モ
デ
ル
」
控
所
ヲ
定
メ
且
男
女
其
ノ
所
ヲ
異
ニ
ス

モ
デ
ル
取
締
ハ
男
女
「
モ
デ
ル
」
ヲ
シ
テ
毎
朝
授
業
開
始
十
分
前
二
「
モ
デ

ル
」
控
所
二
入
ラ
シ
ム
ペ
シ

モ
デ
ル
取
締
ハ
男
女
「
モ
デ
ル
」
相
互
二
其
控
所
へ
出
入
談
話
シ
又
ハ
妄
リ
ニ

室
外
二
出
ツ
ル
コ
ト
ヲ
許
ス
ベ
カ
ラ
ズ

モ
デ
ル
取
締
ハ
授
業
開
始
琥
鐘
卜
同
時
二
「
モ
デ
ル
」
ヲ
常
該
数
員
二
引
渡
ス

ベ
シ
営
該
数
員
出
席
ナ
キ
間
ハ
「
モ
デ
ル
」
ヲ
シ
テ
教
室
二
入
ラ
シ
ム
ル
ヘ

カ
ラ
ズ

「
モ
デ
ル
」
ハ
遅
刻
又
ハ
無
断
欠
席
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
給
額
ヲ
減
シ
或
ハ
全
ク

給
典
七
ザ
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
ッ

津

田

信

夫

（

同

外
国
留
学
生

該
当
者
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

外
國
留
學
生

明
治
三
十
三
年
三
月
ョ
リ
三
年
間
佛
國
留
學
被
命

2
 十 九 ノ＼

数

授

浅

井

忠

東

京

士

）
鋳
金
科
担
任

）
体
操
科
主
任

「
モ
デ
ル
」
ハ
使
用
豫
定
日
限
中
無
断
欠
席
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
既
二
出
席
シ
タ

ル
日
給
額
ヲ
モ
給
七
ザ
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
ッ

但
シ
嘗
該
数
員
二
於
テ
病
氣
其
他
不
得
已
事
故
二
依
リ
欠
席
シ
タ
ル
モ
ノ
ト

認
ム
ル
ト
キ
ハ
此
限

ニ
ア
ラ
ズ

「
モ
デ

ル
」
ハ
常
該
赦
員

二
於
テ
不
都
合
卜
認
メ
使
用
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
他
ノ
科

ニ
於
テ
モ
之
ヲ
使
用
セ
ザ
ル
コ
ト
ア
ル
ペ
シ

モ
デ
ル
取
締
ハ
「
モ
デ
ル
」
ヲ
厨
入
ル
、
場
合
二
於
テ
本
規
定
拉
二
左
ノ
個
條

ヲ
豫
メ
篤
卜
會
得
七
シ
ム
ペ
シ

「
モ
デ
ル
」
出
校
ノ
節
ハ
直
二
會
計
室
二
至
リ
掛
員
ョ
リ
番
琥
札
ヲ
受
取
リ

退
校
ノ
節
之
ヲ
會
計
掛
員
二
必
ズ
返
納
ス
ベ
シ

「
モ
デ
ル
」
ハ
常
二
相
掌
ノ
服
装
ヲ
胤
ス
ベ
カ
ラ
ス

「
モ
デ
ル
」
ハ
各
数
室
二
入
リ
タ
ル
後

ハ
嘗
該
数
員
ノ
指
揮
二
従
フ
ペ
シ

「
モ
デ
ル
」
ハ
生
徒
及
小
使
等
二
到
シ
雑
談
ス
ル
ヲ
許
サ
ズ

「
モ
デ
ル
」
ハ
嘗
該
数
員
ノ
許
可
ヲ
得
ル
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
妄
二
数
室
外
二
出

ツ
ル
ヲ
許
サ
ズ

「
モ
デ
ル
」
ハ
各
数
室
二
設
ク
ル
「
モ
デ
ル
」
休
息
場
ノ
外
二
於
テ
喫
姻
シ

又
ハ
各
「
モ
デ
ル
」
相
互
二
雑
談
ス
ベ
カ
ラ
ス

「
モ
デ
ル
」
ハ
妄
リ
ニ
他
ノ
室
二
入
リ
又
ハ
校
内
ヲ
徘
徊
ス
ベ
カ
ラ
ズ

「
モ
デ
ル
」
ハ

控
所
外
二
於
テ
食
事
ヲ
ナ
ス
ベ
カ
ラ
ズ

各
数
室
ノ
授
業
時
間
ヲ
過
グ
ル
ト
キ
ハ
モ
デ
ル
取
締
ハ
直
二
各
「
モ
デ
ル
」
ヲ

シ
テ
校
内
ヲ
去
ラ
シ
ム
ベ
シ
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